
（別紙１）  

 

インターネット公売に関し重要と認められる事項 

 

１ 公売保証金の提供方法 

  買受申込者等は、紀尾井町戦略研究所株式会社にクレジットカードの与信枠を提供するこ

とにより、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結する必要があります。 

ただし、公売保証金の額が 100 万円を超える場合は、銀行振込により納付する方法により

提供します。 

 

２ 公売保証金を銀行振込により納付する場合の納付の期限 

  令和８年５月 14 日(木) 午後２時 

 

３ 公売参加申込期間 

令和８年４月 22日(水)午後１時から令和８年５月７日(木)午後５時 

 

４ 最高価申込者の決定の日時及び場所 

令和８年５月 22日(金) 午前 10 時 東京国税局 

 

５ インターネット公売の参加制限を受ける者 

⑴ 滞納者  

ただし、自己の滞納により公売される公売財産以外の公売財産については制限されませ

ん。 

⑵ 国税徴収法第 108 条第１項の規定により国税局又は税務署から公売の参加を制限され

ている者（過去２年間、インターネット公売で買受代金を納付しなかったことがある者な

ど） 

⑶ 国税庁、国税局又は税務署に勤務する職員及び官公庁オークションの競り売り人 

⑷ ７に掲げる国税関係インターネット公売ガイドライン及び紀尾井町戦略研究所株式会

社のインターネットオークションに関連する規約等の内容を承諾せず、順守できない者 

⑸ 農地など買受人に一定の資格や要件を必要とする場合、その資格などを有していない者 

⑹ 制限行為能力者  

ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。 

⑺ 公売の手続に関する日本語を理解することができない者 

ただし、その代理人が公売の手続に関する日本語を理解できる場合を除きます。 

⑻ 住所又は所在地、連絡先がいずれも日本国内にない者  

ただし、その代理人の住所又は所在地、連絡先が日本国内にある場合を除きます。 

 

 



６ 公売参加申込みに必要な書類の提出 

⑴ 提出先 

東京国税局 徴収部 特別整理総括第二課 

⑵ 提出期限 

令和８年５月 14日(木)午後５時（必着） 

⑶ 提出書類 

イ 公売保証金の提供方法を銀行振込とした場合 

公売保証金振込通知書兼払渡請求書 

公売保証金の充当申出書 

  ロ 法人である買受申込者が法人代表者に手続きをさせる場合 

買受申込者である法人の所在確認及び法人代表者の資格を証明できる商業登記簿

に係る登記事項証明書などの書類 

   ハ 個人である買受申込者本人が手続きを行う場合 

     提出する書類はありません。 

  ニ 買受申込者が代理人に手続きをさせる場合（上記ロは含みません） 

     委任状 

買受申込者が制限行為能力者の場合は、親権者の同意書（代理人が親権者の場合は 

不要） 

ホ 共同買受申込みをする場合 

     共同買受申込者代表の届出書（ただし、共同買受申込者が６名以上の場合は、共同 

買受申込代表の届出書別紙を併せて提出する必要があります。） 

     共同買受申込代表者を除く共同買受申込者全員の委任状 

 

７ 参加規約への同意 

別添「国税関係インターネット公売ガイドライン」に同意しない者は、インターネット公

売に参加できません。  

 

８ 売却価額 

  公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。 

 

(参考) KSI 官公庁オークション URL https://kankocho.jp 
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国税関係イ ンタ ーネッ ト 公売ガイ ド ラ イ ン 

 

前文 

 

国税庁が実施する イ ンタ ーネッ ト 公売と は、 国税徴収法（ 昭和34年法律第147号） の規定に基

づき 、 滞納国税を徴収する ために、 全国の国税局長（ 沖縄国税事務所長を含みま す。 ） 又は税務

署長（ 以下「 税務署長等」 と いいま す。 ） が滞納処分によ り 差し 押さ えた財産を、 イ ンタ ーネッ

ト を利用し て、 期間競り 売り の方法によ り 売却する も のです。  

具体的には、 国税庁から 委託を受けた紀尾井町戦略研究所株式会社が、 競り 売り 人と し て、 自

社が運営する 官公庁オーク ショ ンサイ ト において、公売財産の買受申込みの受付を行い、最高額

で買受申込みをし た者を、税務署長等が最高価申込者と し て決定し 、更に売却決定によ り 買受人

と する 公売の方法です。  

こ の国税庁が実施する イ ンタ ーネッ ト 公売に参加し ていただく には、 法令に基づく 公売手続

及び官公庁オーク ショ ンサイ ト を 利用し ていただく ための規約について記載し た以下の国税関

係イ ンタ ーネッ ト 公売ガイ ド ラ イ ン（ 以下「 ガイ ド ラ イ ン」 と いいます。 ） をよ く お読みいただ

き 、公売手続に関する 全ての条項について確認いただく と と も に、官公庁オーク ショ ンサイ ト を

利用し ていただく ための規約における 全ての条項について同意し ていただく 必要があり ま す。  

 

 

第１  総則 

 

１  ガイ ド ラ イ ンにおける 用語の意義等 

本ガイ ド ラ イ ンで使用する 用語の意義は、国税徴収法に定める と こ ろによ る ほか、次のと お

り と し ま す。  

( 1)  イ ンタ ーネッ ト 公売 

官公庁オーク ショ ンサイ ト において、イ ンタ ーネッ ト を利用する 方法によ り 税務署長等が

実施する 期間競り 売り によ る 公売 

( 2)  公売財産 

国税徴収法の規定によ り 公売に付さ れる 財産又は付さ れた財産 

( 3)  買受申込者 

  イ ンタ ーネッ ト 公売で公売財産の買受申込みをし よ う と する 者又は買受申込みをし た者 

( 4)  公売参加申込期間 

  イ ンタ ーネッ ト 公売の買受申込みに先立って、あら かじ め公売参加の申込みの受付をする

期間 

( 5)  買受申込期間  

イ ンタ ーネッ ト 公売で公売財産の買受申込みの受付をする 期間 

( 6)  休日等  

土曜日、 日曜日、 祝日又は年末年始などの行政機関の閉庁日 

 ( 7)  身分に関する 証明書 

   本人確認のための身分に関する 証明書（ 運転免許証等の公的機関発行の証明書等）  

なお、法人代表者の場合には、上記のほか商業登記簿に係る 登記事項証明書等の代表権限
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を有する 書面 

 

２  国税徴収法の適用 

イ ンタ ーネッ ト 公売の手続は、ガイ ド ラ イ ンに定める と こ ろによ る ほか、国税徴収法の定め

る と こ ろによ り ま す。  

なお、 紀尾井町戦略研究所株式会社が定める KSI 官公庁オーク ショ ン利用規約や関連する

その他の規約などについては、ガイ ド ラ イ ン及び国税徴収法の規定に反し ない限り 、イ ンタ ー

ネッ ト 公売の手続において買受申込者を拘束する も のと し ま す。  

 

３  イ ンタ ーネッ ト 公売に関する 公売の条件 

イ ンタ ーネッ ト 公売に関する 公売の条件には、ガイ ド ラ イ ンに定める 事項のほか、税務署長

等が行う 公売公告に定める 事項があり ま す。  

 

４  税務署長等によ る 手続の相違 

公売財産の下見会の開催、買受代金の納付の取扱い、公売財産の引渡し 場所などは公売財産

ごと に異なり 、最高価申込者の決定や売却決定などの公売手続は、公売財産の種類によ って異

なり ます。  

なお、 下見会については、 複数の税務署長等が合同で実施する 場合があり ま す。  

 

５  官公庁オーク ショ ンサイ ト  

  イ ンタ ーネッ ト 公売に関する 参加申込みや買受申込みなど の手続は、 紀尾井町戦略研究所

株式会社がイ ンタ ーネッ ト 環境上に提供する オーク ショ ンシス テムである「 KSI 官公庁オーク

ショ ン」 において行います。  

 

６  イ ンタ ーネッ ト 公売の法的性質 

公売と は、 税務署長等が、 滞納者の財産を差し 押さ え、 こ の財産（ 公売財産） を強制的に売

却する 制度です。  

公売には、 次に掲げる 事項など、 通常の売買やオーク ショ ンと 異なる と こ ろがあり ま す。  

( 1)  公売財産に財産の種類又は品質に関する 不適合があっても 、 滞納者（ 所有者） 及び税務署

長等には担保責任が生じ ないこ と  

( 2)  税務署長等は、 公売財産が動産、 自動車（ 道路運送車両法( 昭和26年法律第185号) の規定

によ り 登録を受けた自動車をいいま す。 ） などの場合は、 その公売財産を、 現況有姿（ 現在

ある がま ま の状態を いい、 その財産に傷など があっても 補修などを 行わないこ と をいいま

す。 ） で引き 渡すこ と  

( 3)  税務署長等は、 現実の引渡し の義務を負わないこ と  

  ま た、 公売財産と 隣接地と の境界の確定、 公売財産に占有者等がいる 場合のその占有者等

から 引渡し を受ける こ と 、 不動産内にある 動産の撤去などについては、 買受人が自己の責任

において行わなければなら ないこ と  

( 4)  買受人は、買受人に承継さ れる 債務（ マンショ ンの未納管理費やゴルフ会員権の未納年会

費など） を負担し なければなら ないこ と  

( 5)  買受人は、 買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求める こ と ができ
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ないこ と  

 

７  公売中止 

公売財産の売却決定がさ れたと し ても 、買受代金が納付さ れる ま でに滞納国税が完納さ れた

場合など 、 税務署長等がその公売財産の公売を中止する こ と があり ま す。  

 

 

第２  イ ンタ ーネッ ト 公売の参加資格 

 

１  イ ンタ ーネッ ト 公売の参加制限 

次のいずれかに該当する 方は、イ ンタ ーネッ ト 公売に参加する こ と ができ ま せん（ 代理人に

よ る 参加も でき ま せん。 ） 。  

( 1)  滞納者 

ただし 、自己の滞納によ り 公売さ れる 公売財産以外の公売財産については制限さ れま せん。 

( 2)  国税徴収法第108条第１ 項の規定によ り 税務署長等から 公売の参加を制限さ れている 者

（ 過去２ 年間、 イ ンタ ーネッ ト 公売で買受代金を納付し なかったこ と がある 者など）  

( 3)  国税庁、 国税局又は税務署に勤務する 職員及び国税庁が競り 売り 人と し て選任し た官公

庁オーク ショ ンサイ ト の運営業者 

( 4)  本ガイ ド ラ イ ン及び紀尾井町戦略研究所株式会社の KSI 官公庁オーク ショ ンに関連する

規約の内容を承諾せず、 順守でき ない者 

( 5)  農地など買受人に一定の資格や要件を必要と する 場合、 その資格などを有し ていない者

( 6)  制限行為能力者 

ただし 、 その親権者など が代理人と し て参加する 場合を除き ま す。  

( 7)  公売の手続に関する 日本語を理解する こ と ができ ない者 

ただし 、 その代理人が公売の手続に関する 日本語を理解でき る 場合を除き ま す。  

( 8)  住所又は所在地、 連絡先がいずれも 日本国内にない者 

ただし 、 その代理人の住所又は所在地、 連絡先が日本国内にある 場合を除き ま す。  

 

２  代理人によ る イ ンタ ーネッ ト 公売の参加 

買受申込者は、 代理人にイ ンタ ーネッ ト 公売の手続をさ せる こ と ができ ま す。 ただし 、 制限

行為能力者が代理人になる こ と はでき ま せん。  

こ の場合は、あら かじ め、第３ の３「 公売参加申込み」に定める 手続を行う 必要があり ま す。  

 

３  法人代表者によ る イ ンタ ーネッ ト 公売の参加 

法人がイ ンタ ーネッ ト 公売に参加する 場合は、 その法人の代表権限のある 者（ 以下「 法人代

表者」 と いいます。 ） が、 官公庁オーク ショ ンサイ ト のロ グイ ン I D（ 以下「 ロ グイ ン I D」 と

いいます。 ） を取得し ていただいた上で、 イ ンタ ーネッ ト 公売の手続を行う も のと し ま す。  

こ の場合は、あら かじ め、第３ の３「 公売参加申込み」に定める 手続を行う 必要があり ま す。  

なお、 法人代表者以外の方がイ ンタ ーネッ ト 公売の手続を行う 場合は、 第２ の２ 「 代理人に

よ る イ ンタ ーネッ ト 公売の参加」 に定める 手続を行う 必要があり ま す。  
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４  共同買受申込者によ る イ ンタ ーネッ ト 公売の参加 

公売財産を共有する 目的で、複数の買受申込者が共同し て、一つの公売財産について買受申

込み（ 以下「 共同買受申込み」 と いいま す。 ） をする 場合は、 共同買受申込みをする 買受申込

者（ 以下「 共同買受申込者」 と いいま す。 ） は、 その中から １ 名を代表者（ 以下「 共同買受申

込代表者」 と いいま す。 ） に指定し 、 その共同買受申込代表者が、 イ ンタ ーネッ ト 公売の手続

を行う も のと し ま す。  

こ の場合は、あら かじ め、第３ の３「 公売参加申込み」に定める 手続を行う 必要があり ま す。  

なお、共同買受申込代表者以外の方にイ ンタ ーネッ ト 公売の手続をさ せる 場合は、第２ の２

「 代理人によ る イ ンタ ーネッ ト 公売の参加」 に定める 手続を行う 必要があり ま す。  

（ 注）   共有を認めない公売財産については、 共同買受申込みはでき ません。  

 

５  代理人等によ る 自己のための買受申込みなどの禁止 

( 1)  第２ の２ から ４ に規定する 代理人、法人代表者及び共同買受申込代表者（ 以下「 代理人等」

と いいま す。 ） は、 買受申込者である 個人、 法人又は共同買受申込代表者を除く 共同買受申

込者（ 以下「 本人等」 と いいま す。 ） のために買受申込みを行う 公売財産について、 自己の

ために買受申込みを行う こ と はでき ま せん。  

( 2)  代理人等が、 一つの公売財産に対し て複数の本人等から 買受申込みの手続など について

委任を受けた場合は、その委任を受けた全ての公売財産の買受申込みをする こ と ができ ま せ

ん。  

( 3)  本人等は、代理人等に買受申込みの手続を委任し た公売財産について、自己のために買受

申込みを行う こ と 、又は同一の公売財産について、他の代理人等に委任し て買受申込みを行

わせる こ と はでき ま せん。  

ま た、他の買受申込者と 共同し て、同一の公売財産の買受申込みを行う こ と も でき ま せん。 

 

６  復代理人の選任の権限 

買受申込者は、第２ の２ の規定によ り 任意代理人を選任する 場合には、公売参加申込期間の

終了までに、税務署長等に別途意思表示をし ない限り 、その任意代理人に復代理人を選任する

権限を付与し たも のと みなし ま す。  

 

 

第３  イ ンタ ーネッ ト 公売の手続Ⅰ 

 

１  公売財産情報などの確認 

税務署長等がイ ンタ ーネッ ト 公売を実施する 場合は、官公庁オーク ショ ンサイ ト で公売財産

情報を公開する 前に、 公売公告及び見積価額公告を国税局（ 沖縄国税事務所を含みます。 ） 又

は税務署（ 以下「 税務署等」 と いいま す。 ） の掲示板などに公告する と と も に、 原則と し て、

公告の日から 国税庁公売情報ホームページに公売財産情報を公開し ま す。  

 買受申込者は、 必要と 認める と き は、 買受申込みに先立って、 下見会や国税庁公売情報ホー

ムページ等においてその現況や外観を確認し 、登記簿などの関係書類を閲覧する など、自ら の

責任において公売財産に関する 情報を収集し てく ださ い。  

なお、 買受申込者は、 情報収集などの際に、 公売財産の所有者、 占有者などの権利を侵害し
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てはなら ないこ と に留意し てく ださ い。  

 

２  下見会の開催 

税務署長等は、 必要に応じ て、 公売財産の下見会を開催し ます。  

下見会の開催期間や開催場所などの情報については、国税庁公売情報ホームページなどに掲

載し ていま すので、 ご確認く ださ い。  

 なお、 下見会場では、 税務署長等が必要と 認める 場合は、 入場希望者に対する 入場の制限又

は入場者に対し 退場を求める こ と があり ま す。  

 

３  公売参加申込み 

( 1)  参加者情報 

買受申込者又は代理人等（ 以下「 買受申込者等」 と いいます。 ） は、 公売公告によ り 定めら

れた公売参加申込期間において、買受申込みをし よ う と する 公売財産の売却区分を指定の上、

買受申込者及び代理人等の住所・ 氏名・ 電話番号やその他必要事項について、 官公庁オーク

ショ ンサイ ト に入力し 、 公売参加申込みをし なければ買受申込みをする こ と ができ ません。  

なお、 入力さ れた住所・ 氏名が、 住民基本台帳や商業登記簿などに記載さ れている 情報と

異なる 場合は、 イ ンタ ーネッ ト 公売に参加する こ と ができ ません。  

また、代理人は、官公庁オーク ショ ンサイ ト に代理人である旨の入力を行う 必要があり ます。  

( 2)  公売保証金の提供 

買受申込者等は、 公売保証金の提供が必要な公売財産について公売参加申込みをし よ う

と する 場合は、 官公庁オーク ショ ンサイ ト に次のいずれかの公売保証金の提供方法を入力

し 、 公売保証金を提供する 必要があり ま す。  

なお、公売保証金の提供の方法は、公売財産又は公売保証金の金額に応じ て異なり ま すの

で、国税庁公売情報ホームページ又は官公庁オーク ショ ンサイ ト に掲載さ れている 、公売財

産の詳細が分かる 画面でご確認く ださ い。  

イ  ク レ ジッ ト カード  

ク レ ジッ ト カード を選択さ れる 買受申込者等は、 紀尾井町戦略研究所株式会社にク レ

ジッ ト カード の与信枠を提供する こ と によ り 、 紀尾井町戦略研究所株式会社と 納付保証

委託契約を締結する 必要があり ま す。  

ク レ ジッ ト カード を選択さ れる 方は、 本ガイ ド ラ イ ンへの同意によ って、 納付保証委託

契約が締結さ れますので、官公庁オーク ショ ンサイ ト に記載し ている 納付保証委託契約に

関する 契約内容を必ずお読みく ださ い。  

なお、 ク レ ジッ ト カード によ る 公売保証金の納付の上限額は 100 万円と なり ま す。  

ロ  銀行振込み 

  銀行振込みを選択さ れる 買受申込者等は、 税務署等の公売担当者から 金融機関名、 口座名

義及び口座番号等を確認し た後、 指定さ れた金融機関の口座に、 公売財産ごと に公売保証金

を振り 込む必要があり ます。  

銀行振込みによ る 納付の場合には、 税務署長等が定める 期限までに、 金融機関から 受領

し た振込金受取書など振込みの事実がわかる も のを添付し た公売財産ごと の「 公売保証金

振込通知書兼払渡請求書」 を税務署長等宛に郵送（ 民間事業者によ る 信書便によ る 送付を

含み、 必着と なり ま す。 ） 又は直接提出する 必要があり ま す。  
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なお、 公売保証金の納付の期限の直前に銀行振込みを行った場合は、 期限ま でに納付の

確認ができ ない場合があり ま す。  

 ( 3)  陳述書の提出 

  不動産の買受申込みをする 場合、買受申込者は、次のいずれにも 該当し ない旨の陳述書を

提出する 必要があり ま す（ ただし 、自己の計算において買受申込みをさ せよ う と する 者がい

る 場合には、 陳述書別紙を併せて提出する 必要があり ま す。 ） 。  

イ   買受申込者（ その者が法人である 場合には、 その役員） が、 暴力団員（ 暴力団員によ る

不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第 77 号） 第２ 条第６ 号（ 定義） に規定

する 暴力団員をいう 。 ） 又は暴力団員でなく なった日から ５ 年を経過し ていない者（ 以下

「 暴力団員等」 と いいま す。 ） である こ と  

ロ   自己の計算において買受申込みをさ せよ う と する 者（ その者が法人である 場合には、そ

の役員） が暴力団員等である こ と  

なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさ せよ う と する 者が法人である 場

合には、 法人の役員を証する 書面（ 商業登記簿に係る 登記事項証明書等） を提出する 必要が

あり ま す。  

ま た、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさ せよ う と する 者が宅地建物取引

業又は債権回収管理業の事業者である 場合には、その許認可等を受けている こ と を証する 書

面（ 宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証） の写し を併せて提出する 必要が

あり ま す。  

( 4)  本人確認書類等の提出 

買受申込者等は、 公売参加申込みを行う に当たって、 第３ の３ ( 2) ロ 「 銀行振込み」 及び

第３ の３ ( 3)「 陳述書の提出」 によ り 提出する 書類のほか、税務署長等が定める 期限ま でに、

次に掲げる 書類を税務署長等宛に郵送（ 民間事業者によ る 信書便によ る 送付を含み、ま た必

着と なり ま す。 ） 又は直接提出する 必要があり ま す。 ま た、 次に掲げる 書類に追加し て本人

確認書類の提出が必要と なる 場合があり ま す。  

なお、 税務署長等が定める 期限ま でに提出の確認ができ ない場合並びに提出さ れた本人

確認書類等から 買受申込者及び代理人等の本人確認ができ ない場合は、 イ ンタ ーネッ ト 公

売に参加する こ と ができ ま せんので、 ご注意く ださ い。  

イ  個人である 買受申込者本人がイ ンタ ーネッ ト 公売の手続を行う 場合 

提出する 書類はあり ません。  

ロ  法人である 買受申込者が法人代表者にイ ンタ ーネッ ト 公売の手続をさ せる 場合 

買受申込者である 法人の所在確認及び法人代表者の資格を証明でき る 商業登記簿に係

る 登記事項証明書などの書類 

ハ 買受申込者が代理人にイ ンタ ーネッ ト 公売の手続をさ せる 場合（ 上記ロ は含ま れない） 

 委任状 

なお、 こ の書類は、 買受申込者から 提出する必要があり ます。 買受申込者以外の方から 提

出さ れた場合は、 代理人はイ ンタ ーネッ ト 公売に参加する こ と はできません。  

また、 買受申込者が制限行為能力者の方である 場合は、 親権者の方の同意書などの書類を併

せて提出する必要があり ます。  

ニ 共同買受申込みをする 場合 

( ｲ)  共同買受申込代表者の届出書（ 共同買受申込者が６ 名以上の場合は、 共同買受申込代
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表者の届出書別紙を併せて提出する 必要があり ます。 ）  

( ﾛ)  共同買受申込代表者に対する 共同買受申込者各位から の委任状 

 

４  公売保証金の取扱い 

( 1)  公売保証金の買受代金への充当 

第３ の３ ( 2) ロ 「 銀行振込み」 によ り 納付さ れた公売保証金は、 落札後の買受代金の納付

に充てる こ と ができ ま す。  

買受代金に充てる こ と を希望さ れる 買受申込者等は、公売保証金の充当申出書を税務署長

等に提出する 必要があり ま す。  

なお、 紀尾井町戦略研究所株式会社と 納付保証委託契約を締結し た場合の公売保証金は、

買受代金に充てる こ と はでき ま せんのでご注意く ださ い。  

( 2)  領収証書の取扱い 

第３ の３ ( 2) ロ 「 銀行振込み」 によ り 公売保証金を納付し た場合は、 税務署長等から 領収

証書を発行し ま す。  

領収証書は、 代理人等が納付さ れた場合であっても 、 買受申込者名で発行し ますので、 代理

人等が金融機関への振込みにより 納付し た場合でも 、 領収証書は買受申込者へ郵送さ れます。  

ま た、 領収証書は、 落札でき なかった場合の公売保証金の返還時に、 税務署長等から 提出

又は提示を求めら れる 場合があり ますので（ 第３ の13「 公売保証金の返還」 参照） 、 大切に

保管し てく ださ い。  

 

５  公売参加申込みの受付完了 

代理人等によ る 公売参加申込みを行った方、 公売保証金の納付方法について第３ の３ ( 2) ロ

「 銀行振込み」 を選択さ れた方又は第３ の３ ( 3)  「 陳述書の提出」 が必要な方（ 以下「 公売参

加仮申込者」 と いいま す。 ） は、 税務署長等が書類の提出及び公売保証金の納付の確認を終了

する までイ ンタ ーネッ ト 公売に参加でき ま せん。  

税務署長等が、必要書類の提出や公売保証金の納付を確認し 、イ ンタ ーネッ ト 公売への参加

を認めた公売参加仮申込者には、官公庁オーク ショ ンサイ ト から 電子メ ールによ り 受付完了の

通知が送付さ れま す。こ の通知を受領し た公売参加仮申込者は、公売参加申込みをし た公売財

産の売却区分について買受申込みをする こ と ができ ま す。  

なお、 次に掲げる 事実がある 場合は、 税務署長等は受付完了の通知を行いま せん。  

( 1)  買受申込者が第２ の１ 「 イ ンタ ーネッ ト 公売の参加制限」 のいずれかに該当する 場合 

( 2)  第３ の３ ( 3)「  陳述書の提出」 及び( 4)「 本人確認書類等の提出」 に掲げる 書類について、

買受申込期間初日の４ 日前の日（ こ の日が休日等に当たる と き は、その日前においてその日

の直前の休日等以外の日と し ま す。 以下同じ です。 ） ま でに、 税務署長等においてその提出

の事実が確認でき ない場合 

( 3)  公売保証金の提供について、 紀尾井町戦略研究所株式会社と 納付保証委託契約を締結し

ておら ず、買受申込期間初日の４ 日前の日ま でに、税務署長等において公売保証金の納付の

事実が確認でき ない場合 

( 4)  同一の公売財産について、 第２ の５ 「 代理人等によ る 自己のための買受申込みなどの禁

止」 に掲げる 事実がある 場合 

( 5)  公売参加申込みをし た者と 公売保証金を納付し た者が異なる 場合など、 買受申込者と な
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る べき 者が不明確であり 、買受申込期間初日の４ 日前の日までに買受申込者と なる べき 者が

判明し ない場合 

おって、 ( 1) から ( 5) ま でに掲げる 事実がない場合で、 受付完了の通知が行われない方は、 税

務署等の公売担当者にお問合せく ださ い。  

 

６  買受申込み 

公売参加申込みの受付が完了し た買受申込者等は、参加申込みをし た公売財産について、買

受申込期間内に、 買受申込みをする こ と ができ ま す。  

なお、 買受申込みを行う 場合は、 次に掲げる 点に留意し てく ださ い。  

( 1)  買受申込みを行う 金額は、見積価額以上の金額で、その時点における 最高の買受申込価額

（ 以下「 現在最高額」 と いいま す。 ） に最小追加単位を加算し た以上の金額である こ と  

( 2)  買受申込期間中は、 現在最高額に最小追加単位を加算し た金額以上の金額であれば何度

でも 買受申込みをする こ と ができ る こ と  

( 3)  買受申込みを行った後には、 取消し 及び買受申込みを行った金額よ り 低い金額への変更

はでき ないこ と  

( 4)  買受申込みの受付は、買受申込期間の終了と 同時に締め切ら れる こ と（ 自動延長は行いま

せん。 ）  

( 5)  自動入札シス テムに入力し た最高額の買受申込みが複数ある 場合は、 先に自動入札シス

テムに入力し た者が最高価入札者と し て取り 扱われる こ と  

( 6)  買受申込みを行った最高価申込価額が、 落札後に納付すべき 買受代金と なる こ と  

( 7)  買受申込みを行った公売財産について、最高額の買受申込みである 間は、買受申込者等の

ロ グイ ン I Dに紐付く 会員識別番号（ 代理人、 法人代表者又は共同買受申込代表者によ る 参

加の場合は、 それぞれのロ グイ ン I Dに紐付く 会員識別番号） 及び買受申込価額が、 官公庁

オーク ショ ンサイ ト に公開さ れる こ と  

( 8)  最高価申込者になった場合には、 第３ の12「 競り 売り 終了の告知」 の定めによ り 、 カナ氏

名及び落札金額が、 国税庁公売情報ホームページに掲載さ れ一般に公開さ れる こ と  

  

７  公売参加申込み及び買受申込みの受付の取消し  

次に掲げる 場合には、 公売参加申込み又は買受申込みがなかったも のと し て取り 扱いま す。 

( 1)  公売参加申込者等又は買受申込者等が国税徴収法第108条第１ 項各号に掲げる 者に該当す

る 場合 

( 2)  公売参加申込者等又は買受申込者等が第２ の１ 「 イ ンタ ーネッ ト 公売の参加制限」 のいず

れかに該当する こ と が判明し た場合 

( 3)  公売参加申込者等が入力し た住所・ 氏名が、住民基本台帳や商業登記簿などに記載さ れて

いる 情報と 異なる 場合 

( 4)  公売参加申込者等又は買受申込者等が第三者をかたって公売参加申込み又は買受申込み

をし たこ と が判明し た場合 

( 5)  本人等が代理人等をし て公売参加申込み又は買受申込みの手続をさ せる こ と と し ている

にも かかわら ず、その代理人等と 本人等が同一の公売財産について、と も に公売参加申込み

又は買受申込みをし たこ と が判明し た場合 

なお、 公売参加申込み又は買受申込みの受付の取消し を受け、 国税徴収法第108条第１ 項の
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処分を受けた者が公売保証金を提供し ている 場合は、 その公売保証金は没収さ れま す。  

８  最高額買受申込者の連絡 

買受申込期間終了後、最高額で買受申込みをし ている 買受申込者等に官公庁オーク ショ ンサ

イ ト から 電子メ ールでその旨を通知し ま す（ 以下こ の通知を「 買受申込結果の通知」 と いいま

す。 ） 。  

買受申込結果の通知は、 最高価申込者の決定（ 第３ の11「 最高価申込者の決定」 参照） を通

知する も のではなく 、最高価申込者と し て決定予定である こ と を連絡する と と も に、その後の

公売手続に関し 、最高価申込者の決定までの間に、買受代金の納付方法などの連絡を行う ため

の事前通知である こ と に留意し てく ださ い。  

 

９  税務署長等によ る 事前説明 

買受代金の納付方法や公売財産の権利移転手続などについての事前説明を行いま すので、買

受申込結果の通知を受けた買受申込者等は、公売を実施し た税務署等へ電話によ り 連絡をし て

く ださ い。買受申込者等から 連絡がない場合には、税務署等の公売担当者から 電話によ り 連絡

を行いま す。 ただし 、 買受申込者等と 連絡がと れない場合には、 こ の限り ではあり ません。  

なお、公売財産が動産や自動車などの場合は、公売財産の引渡方法の確認についても 併せて

行う 場合があり ま す。  

ま た、適格請求書の発行を希望する 場合は、その旨を税務署等の公売担当者へ申し 出てく だ

さ い。  

 

10 公売財産受領方法の選択 

動産の買受申込結果の通知を受けた買受申込者等は、公売財産の受領方法について、自ら 直

接引渡し を受ける 方法又は運送業者に運送さ せる こ と によ り 引渡し を受ける 方法を選択する

こ と ができ ま す。 ただし 、 運送業者に運送さ せる こ と によ り 引渡し を受ける 場合は、 第４ の２

( 2) に留意し てく ださ い。  

 

11 最高価申込者の決定 

税務署長等は、 公売公告に定めら れた最高価申込者の決定の日において、 買受申込みの受付を

し た公売財産ごと に、買受申込結果の通知を行った買受申込者を最高価申込者と し て決定し ます。 

ま た、 最高価申込者の決定後、 最高価申込者のカナ氏名及び最高価申込価額の告知を、 国税

庁公売情報ホームページに一定時間掲載し ま す。  

なお、買受申込結果の通知を行ってから 最高価申込者の決定ま での間に、滞納国税が完納し

たこ と などによ り 公売が中止さ れた公売財産については、 こ の限り ではあり ま せん。  

おって、 最高価申込者（ その者が法人である 場合には、 その役員） 又は自己の計算において

最高価申込者に公売不動産の買受申込みをさ せた者（ その者が法人である 場合には、その役員）

が、 暴力団員等に該当する こ と が判明し た場合は、 最高価申込者の決定が取り 消さ れま す。  

 

12 競り 売り 終了の告知 

競り 売り 終了の告知は、国税庁公売情報ホームページにおいて、最高価申込者の氏名等の告

知の終了後、 一定時間掲載する こ と によ り 行いま す。  

ま た、 公売財産が不動産、 自動車、 ゴルフ会員権など（ 以下「 不動産等」 と いいま す。 ） の
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場合は、 売却決定の日（ 第３ の14「 売却決定」 参照） ま で、 最高価申込者の氏名及びその価額

などについて、税務署等の掲示板等に最高価申込者の決定公告を行う と と も に、最高価申込者

に対し 最高価申込者の決定の通知を行いま す。  

13 公売保証金の返還 

買受申込者等が納付し た公売保証金については、買受申込者が最高価申込者と なった場合及

び国税徴収法第108条第１ 項の規定によ る 処分を受けた場合を除き 、 競り 売り 終了の告知の後

に返還さ れま す。  

なお、 公売保証金の返還の方法は、 次に掲げる いずれかの方法と し ま すが、 詳細については

各税務署長等によ り 異なり ま すので、 事前に確認し てく ださ い。  

ま た、公売保証金の提供について、紀尾井町戦略研究所株式会社と 納付保証委託契約を締結

し ている 場合は、 官公庁オーク ショ ンサイ ト に掲載さ れている 契約内容を確認し てく ださ い。 

( 1)  税務署長等から 直接返還を受ける 場合 

買受申込者等が税務署長等から 直接返還を希望する 場合は、買受申込期間の終了後、税務

署等の公売担当者宛にその旨を事前に電話で連絡（ 休日等以外の日の午前９ 時から 午後５ 時

ま での間と し ま す。 ） し た上で、 税務署長等の指定する 日時・ 場所において、 次に掲げる 書

類を税務署等に直接提出又は提示する 必要があり ま す。  

イ  公売保証金の領収証書 

ロ  払渡請求書（ 領収証書）  

ハ 200円の収入印紙（ 払渡金額が５ 万円以上かつ買受申込者が営利法人又は買受申込みを

し た公売財産に関し て営業を営む個人である 場合のみ必要と なり ま す。 ）  

ニ 身分に関する 証明書 

ホ 印鑑（ 認印は使用でき ますが、 ス タ ンプ式は使用でき ま せん。 法人の場合は、 代表取締

役印が必要と なり ま す。 ）  

へ 委任状（ 代理人が返還の手続を行う 場合）  

( 2)  買受申込者名義の金融機関預金口座への振込みによ り 返還を受ける 場合 

買受申込者が自己の名義の金融機関預金口座への振込みによ り 返還を希望する場合は、 買受

申込期間の終了後、税務署長等宛に次に掲げる書類を郵送（ 民間事業者によ る 信書便によ る 送

付を含みま す。 ） 又は直接提出する 必要があり ます。  

なお、 こ れら 全ての書類の提出がなければ、 公売保証金の返還はでき ま せんので、 ご注意

く ださ い。  

イ  公売保証金振込通知書兼払渡請求書（ 公売保証金の納付時に既に提出し ている 場合は不

要です。 ）  

ロ  払渡請求書（ 領収証書）  

（ 注）  公売保証金は、 日本銀行歳入代理店に登録さ れていない一部金融機関の口座には

振り 込めま せんので、 税務署等の公売担当者にご確認く ださ い。  

また、 買受申込者以外の名義の口座には振り 込めませんので、 ご注意く ださ い。  

 

14 売却決定 

税務署長等が定めた売却決定の日において、最高価申込者に対し て売却決定を行いま す。売

却決定を受けた買受申込者は買受人と なり 、 売却決定価額（ 買受代金） を納付する こ と によ っ

て公売財産の権利を取得する こ と と なり ま す。  
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なお、 売却決定の日は、 原則と し て、 公売財産が動産等の場合は、 最高価申込者の決定の日

に、不動産等の場合は、最高価申込者の決定の日の１ 週間後から ３ 週間後ま での間で税務署長

等が指定する 日になり ます。  

 ま た、 売却決定価額は、 買受申込みを行った最高価申込価額と なり ます。  

 

15 売却決定の取消し  

次に掲げる 場合などには、 税務署長等は売却決定を取り 消し ます。  

( 1)  買受代金の納付前に公売財産に係る 滞納国税の完納の事実が証明さ れたと き  

( 2)  買受人が買受代金の全額を公売公告に定めら れたその納付の期限までに納付し ないと き  

( 3)  買受人が国税徴収法第108条第１ 項の規定によ る 処分を受けたと き  

 

16 買受申込みの取消し  

国税通則法（ 昭和37年法律第66号） 第105条第１ 項ただし 書（ 不服申立てがあった場合の処

分の制限） その他の法律の規定に基づき 滞納処分の続行の停止があった場合には、その停止期

間は、 最高価申込者又は買受人は、 第３ の６ 「 買受申込み」 の規定にかかわら ず、 その買受申

込みを取り 消すこ と ができ ま す。  

買受申込みを取り 消し た買受人が、公売保証金を提供し ている 場合は、その公売保証金は返

還さ れま す。  

ま た、ク レ ジッ ト カード によ り 公売保証金を提供し ている 買受人が最高価申込者に決定し た

場合において、上記滞納処分の続行が停止さ れても 買受申込みを取り 消さ ないと き は、改めて

銀行振込みによ り 公売保証金を提供する 必要があり ま す。  

 

17 公売保証金の没収 

 買受人が提供し た公売保証金がある 場合において、次に掲げる 場合は、その公売保証金は返

還さ れま せん。  

ま た、紀尾井町戦略研究所株式会社と 納付保証委託契約を締結し ている 場合は、紀尾井町戦

略研究所株式会社に提供し たク レジッ ト カード の与信枠から 、公売保証金相当額が引き 落と さ

れま す。  

( 1)  買受人が公売公告に定めら れたその納付の期限ま でに買受代金の全額を納付し ないと き  

  なお、自動入札シス テムを利用し た買受申込みにおいて、入札金額の上限額を誤って入力

し た結果、 最高価申込者と し て決定さ れた場合であっても 、 買受代金の全額を納付し ない

と き は、 公売保証金は返還さ れないこ と に留意し てく ださ い。  

( 2)  買受申込者等が、公売保証金を納付し た後、買受代金を納付する までの間に国税徴収法第

108条第１ 項の規定によ る 処分を受けたと き  

 

18 買受代金の納付 

買受人は、公売公告に定めら れた買受代金の納付の期限ま でに、売却決定価額に相当する 金

額を買受代金と し て納付し なければなり ま せん。   

買受人は、買い受けた公売財産について納付し た公売保証金がある 場合には、第３ の４（ 1）

に定める 公売保証金の充当申出書を 最高価申込者の決定の日ま でに税務署長等に提出する こ

と によ り 、 買受代金に充当する こ と ができ ま す。 こ の場合、 納付すべき 買受代金の金額は、 売
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却決定価額から 納付し た公売保証金額を控除し た金額と なり ます（ 紀尾井町戦略研究所株式会

社と 納付保証委託契約を締結し た場合の公売保証金は、 充当する こ と ができ ま せん。 ） 。  

買受代金の納付の方法は、 次に掲げる いずれかの方法と し ます。  

なお、 納付方法は、 税務署長等ごと に異なり ま すので、 事前に確認し てく ださ い。  

（ 注）  売却決定（ 第３ の 14） を受けた買受人が買受代金を納付し なかった場合は、 その後

２ 年間、 税務署長等が行う 全ての公売（ イ ンタ ーネッ ト 公売を含みま す。 ） に参加す

る こ と ができ ま せん。  

( 1)  税務署長等に直接納付する 方法 

買受人が、納付期限ま での休日等以外の日の午前９ 時から 午後４ 時ま での間に、税務署等

へ現金（ 銀行振出し の小切手若し く はその支払保証のある 小切手を含みま す。 以下「 銀行振

出小切手等」 と いいま す。 ） を持参し 、 直接納付し てく ださ い。  

なお、 現金書留などでの郵送（ 民間事業者によ る 信書便によ る 送付を含みま す。 ） によ る

納付やク レジッ ト カード によ る 納付はでき ま せん。  

ま た、銀行振出小切手等によ る 納付ができ る 場合には、公売財産の売却区分ごと に銀行振

出小切手等を分けて納付する 必要がある と と も に、銀行振出小切手等を取り 扱う 電子交換所

において、 手数料を別途納付し ていただく 場合があり ま す。  

( 2)  税務署長等が指定する 金融機関の口座に振り 込む方法  

買受人が、 税務署等の公売担当者から 金融機関名、 口座名義及び口座番号を確認し た後、

指定さ れた金融機関の口座に買受代金を振り 込む方法によ り 納付し てく ださ い。  

納付手続は、 第３ の３ ( 2) ロ 「 銀行振込みによ る 納付」 と 同様です。  

なお、 納付期限までに税務署長等が買受代金の振込みを確認でき ない場合は、 売却決定を取

り 消し ますので、 振込みについては、 「 電信」 又は「 至急扱い」 で行ってく ださ い。  

 

19 買受代金の納付の効果 

買受人は、 買受代金の全額を納付し た時に公売財産の権利を取得し ます。 ただし 、 農地など

公売財産を買い受ける ために、許可や承認などが必要な場合は、こ れら の許可や承認などを受

けた時に公売財産の権利を取得し ま す。  

買受人が公売財産の権利を取得し た場合には、 次に掲げる 効果が生じ ま す。  

( 1)  買受人は、 公売財産上の質権、 抵当権などの担保権に対抗するこ と ができるこ と  

ただし 、 買受人に担保権を引き受けさ せるこ と を条件と し て換価した場合には、 こ の限り では

あり ません。  

( 2)  買受人は、 差押え又は差押え前に設定さ れた抵当権などの担保権に対抗する こ と ができ

ない賃借権などの用益権へ対抗する こ と ができ る こ と  

なお、差押え又は差押え前に設定さ れた抵当権などの担保権に対抗する こ と ができ る 賃借

権などの用益権には、 対抗する こ と ができ ま せん。  

( 3)  買受人は、現実の引渡し の有無などにかかわら ず、買受代金の納付後に生じ た公売財産の

き 損、 盗難、 焼失などによ る 損害の負担を負う こ と  

 

20 買受人が負担する 権利移転に伴う 費用 

買受人は、 次に掲げる 費用を負担し なければなり ま せん。  

( 1)  権利移転登記又は登録に必要な嘱託書の郵送費用（ 切手） などの必要費用 
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( 2)  公売財産が不動産である 場合における 権利移転登記に必要な登録免許税 

( 3)  公売財産が有価証券又はゴルフ会員権等である 場合における 名義変更手数料 

( 4)  公売財産を運送業者に運送さ せて引渡し を受ける 場合における 梱包・ 運送費用 

( 5)  買受代金納付期限の翌日以降に引渡し を受けた場合における 保管料などの手続遅延費用 

   

 

第４  イ ンタ ーネッ ト 公売の手続Ⅱ 

 

１  公売財産の権利移転手続の通則 

公売財産の権利移転手続については、財産の区分に応じ 、第４ の２ から ６ ま でに定める と こ

ろによ る こ と と し 、こ の規約に定めのない財産の権利移転手続については、こ れら の定める と

こ ろに準ずる こ と と し ます。ただし 、税務署長等がその財産の特殊な事情などを考慮し て必要

と 認めた場合は、第４ の２ から ６ ま での規定を必要と 認める 範囲において変更する こ と ができ

る も のと し ま す。  

なお、 買受人は、 買受代金の全額を納付し た後でなければ、 第４ の２ から ６ ま でに定める 公

売財産の権利移転手続を税務署長等に求める こ と ができ ま せん。  

ま た、税務署長等が買受代金の納付の期限ま でにその買受代金の全額が納付さ れたこ と を確

認する こ と ができ ないと き も 同様と し ま す。  

 

２  動産の権利移転手続 

動産の権利移転手続の方法は、 次に掲げる いずれかの方法と し ま す。  

買受人は、落札し た売却区分ごと に権利移転手続の方法を選択し 、官公庁オーク ショ ンサイ

ト に登録する 必要があり ま す。 ただし 、 動産の性質等によ り 、 権利移転手続の方法を選択でき

ない場合があり ま す。 その場合は、 官公庁オーク ショ ンサイ ト に登録でき ま せんので、 税務署

等の公売担当者にお問合せく ださ い。  

( 1)  税務署長等から 直接引渡し を受ける 方法 

買受人が、 買受代金の納付後に、 税務署長等の指定する 場所において、 税務署等の公売担

当者から 直接公売財産の引渡し を受けてく ださ い。 こ の場合において、 買受人は、 次の書類

等を持参し 、 税務署等の公売担当者に提示又は提出する 必要があり ま す。  

イ  身分に関する 証明書 

ロ  公売財産引渡確認書 

ハ 委任状（ 代理人等が引渡し の手続を行う 場合）  

なお、事前に税務署等の公売担当者に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認し

てく ださ い。  

( 2)  運送業者に運送さ せる こ と によ り 引渡し を受ける 方法 

次の点に留意し 、 運送業者を通じ て公売財産の引渡し を受けてく ださ い。  

  イ  官公庁オーク ショ ンサイ ト への登録 

税務署長等の指定する 日ま でに、落札し た売却区分ごと に運送業者等の必要な情報を官

公庁オーク ショ ンサイ ト に登録し てく ださ い。  

  ロ  運送業者 

税務署長等は、 買受人が登録し た運送業者に引き 渡し を行いま す。 ただし 、 運送業者に
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よ っては、 動産の性質等によ り 公売財産を引き 渡せない場合があり ます。 こ の場合に、 税

務署等の担当者が運送業者を指定する 場合があり ます。  

  ハ 梱包 

梱包については、 税務署等の公売担当者に依頼する こ と ができ ま す。 ただし 、 税務署等

の公売担当者は専門的な梱包を行えま せんので、 専門的な梱包を希望さ れる 場合は、 買受

人において梱包業者を手配し てく ださ い。  

なお、 公売財産によ っては、 税務署等の公売担当者が梱包でき ない場合があり ま す。  

  ニ 配達希望日時 

配達希望日時は、 納付予定日の５ 日後以降の日時を入力し てく ださ い。 ただし 、 公売財

産の運送業者への引渡し は、 入力さ れた配達希望日時にかかわら ず、 買受代金の納付確認

後に行いま す。 官公庁オーク ショ ンサイ ト の「 配送情報の入力」 画面に表示さ れている 運

送業者以外の運送業者を希望する 場合は、希望する 運送業者の配達可能日時をあら かじ め

ご確認の上、 配達希望日時を入力し てく ださ い。  

なお、税務署等における 動産の保管状況によ り 配達準備に時間を要する 場合や交通事情

等のやむを得ない事情によ り 、 指定さ れた配達希望日に配達でき ない場合があり ます。  

  ホ 運送業者に運送さ せる こ と によ り 引渡し を受ける 場合の責任 

    買受代金の納付後、税務署長等は公売財産を運送業者へ引き 渡し たこ と をも って、買受

人への引渡義務を完了し たも のと みなし ま すので、 運送業者への引渡し 後に生じ た事故

や紛失等によ る 損害について責任を負いま せん。  

また、税務署等の公売担当者が、自己の財産に対する のと 同一の注意を も っ て梱包を 行

っ たにも かかわら ず生じ た損害について、 税務署長等は責任を 負いま せん。  

  ヘ 登録内容の修正等 

内容に誤り がある 場合等、登録し た引渡方法等の内容を修正する 必要がある と き は、税

務署等の公売担当者にお問合せく ださ い。  

ト  引渡し を留保する場合 

次の場合は、 税務署長等は公売財産の引渡し を行いませんので、 ご注意く ださ い。  

( ｲ)  官公庁オーク ショ ンサイ ト に必要な情報が登録さ れない場合、登録さ れた内容に不備

がある 場合又は税務署長等に必要な書類が提出さ れない場合  

( ﾛ)  運送業者に依頼し た搬送先が、 第３ の３ （ 1） 「 参加者情報」 で登録し た住所（ 代理

人に依頼し た場合は、 公売参加申込みで提出し た委任状に記載し た住所） と 相違し 、 か

つ、 買受人が税務署長等にその理由を示さ ない場合 

( ﾊ)  運送業者に依頼し た搬送先の受取人が、 買受人又は代理人等（ 共同買受申込代表者を

除く 。 ） と 相違する 場合 

( 3)  税務署長等が公売財産の保管命令を行っている 者から 引渡し を受ける 場合 

滞納者や第三者が保管し ている 公売財産については、税務署長等から 買受人に対し て当該

公売財産を保管し ている 者の住所・ 氏名を記載し た売却決定通知書を交付する こ と によ って

財産の引渡し を行う こ と になり ま す。  

買受人は、税務署長等から 受領し た売却決定通知書によ り 、公売財産を保管し ている 者か

ら 当該財産の引渡し を受ける こ と と なり ま すが、 保管し ている 者が引き 渡さ ないと し ても 、

税務署長等は現実の引渡し をする 義務を負いま せん。  
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３  有価証券の権利移転手続 

有価証券の権利移転手続は、 買受人が、 買受代金の納付後に、 税務署長等の指定する 場所に

おいて、 税務署等の公売担当者から 直接公売財産の引渡し を受ける こ と になり ま す。  

その際には、 次の書類等を税務署等の公売担当者に提示又は提出し てく ださ い。  

( 1)  身分に関する 証明書 

( 2)  印鑑（ 認印は使用でき ま すが、 ス タ ンプ式は使用でき ま せん。 法人の場合は、 代表者印 

が必要と なり ま す。 ）  

( 3)  政府保管有価証券払渡請求書 

( 4)  委任状（ 代理人等が引渡し の手続を行う 場合）  

なお、事前に税務署等の公売担当者に連絡をし て、その他必要書類の有無等について確認し

てく ださ い。  

ま た、公売し た有価証券に係る 権利移転について、滞納者に裏書又は名義変更の手続をさ せ

る 必要がある と き は、滞納者に一定の期限を指定し てこ れら の手続をさ せた上で、買受人は引

渡し を受ける こ と になり ま す。ただし 、滞納者が一定の期限内にこ れら の手続をし ないと き は、

税務署長等が滞納者に代わって裏書を行った上で、 買受人へ引き 渡すか、 又は、 税務署長等か

ら 買受人が名義変更を請求する 旨を記載し た書類の交付を受け、買受人が名義変更の手続を行

う こ と になり ます。  

 

４  不動産の権利移転手続 

不動産の権利移転手続は、 買受代金の納付後に、 次のと おり 行いま す。  

なお、公売参加申込みの際に登録さ れた住所及び氏名が、提出し ていただく 住所証明書と 異

なる 場合（ 転居などによ り 相違し ている 場合で、住所証明書によ り その経緯などが確認でき る

場合を除き ま す。 ） は、 権利移転手続を行う こ と ができ ま せん。  

( 1)  買受人は、税務署長等から 売却決定通知書の交付を受けて、権利移転手続関係の説明を受

ける こ と と なり ます。 不動産の権利移転手続に必要な書類等は次のと おり です。  

イ  住所証明書（ 買受人が個人である 場合には住民票、法人である 場合には商業登記簿に係

る 登記事項証明書などをいいま す。 ）  

ロ  固定資産評価証明書（ 公売財産の所在地を管轄する 市区町村で取得し てく ださ い。 ）  

ハ 登録免許税の領収証書（ 登録免許税の額が３ 万円以下である 場合は、その登録免許税の

額に相当する 印紙でも 構いません。 ）  

ニ 権利移転手続に必要な書類の郵送費用の額に相当する 郵便切手 

( 2)  税務署長等は、公売財産の権利移転の登記嘱託手続を行い、登記所から 登記完了証の交付

を受け、 こ れを買受人に交付する こ と になり ま す。  

 

５  自動車の権利移転手続 

自動車の権利移転手続は、 買受代金の納付後に、 税務署長等の指定する 場所において、 次に

よ り 行いま す。  

（ 注）  登録のない自動車（ いわゆる ナンバープレ ート を取得し ておら ず、 一般公道を走行

する こ と ができ ない自動車のこ と です。） の権利移転手続は、買受人が行う こ と と なり

ます。 その場合の手続は、 第４ の２ 「 動産の権利移転手続」 によ る こ と と なり ます。  

なお、公売参加申込みで登録さ れた住所及び氏名が、提出し ていただく 住所証明書と 異なる  
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場合（ 転居などによ り 相違し ている 場合で、住所証明書によ り その経緯などが確認でき る 場合

を除き ま す。 ） は、 権利移転手続を行う こ と はでき ま せん。  

( 1)  買受人は、税務署長等から 売却決定通知書の交付を受ける と と も に、権利移転手続関係の

説明を受けた上で、 次の書類等を持参し て税務署長等に提示又は提出し 、 公売財産（ 自動車

検査証を含みま す。 ） の引渡し を直接受ける こ と と なり ま す。  

ま た、 その際、 公売財産を運輸支局など（ 買受人の使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局

又は自動車検査登録事務所をいいます。 ） に持ち込む日（ 以下「 指定日」 と いいます。 ） を

連絡し てく ださ い。  

なお、その他必要書類の有無等については、事前に税務署等の公売担当者に確認し てく だ

さ い。  

イ  身分に関する 証明書 

ロ  公売財産引渡確認書 

ハ 委任状（ 代理人等が引渡し の手続を行う 場合）  

ニ 買受人の自動車保管場所証明書 

ホ 買受人の印鑑証明書 

ヘ 自動車検査証記入申請書（ 必要事項を記載し 、 買受人が署名、 押印し たも の）  

ト  必要な手数料の額（ 500円） に相当する 自動車検査登録印紙を貼付し た手数料納付書 

チ 権利移転手続に必要な書類の郵送費用の額に相当する 郵便切手 

( 2)  税務署長等は、 運輸支局などに、 （ 1） のニから チま でに掲げる 書類を郵送し ま す。  

( 3)  買受人は、指定日に運輸支局などに公売財産を 持ち込み、新し い自動車検査証の交付を受

けま す。  

 

６  ゴルフ会員権の権利移転手続 

ゴルフ会員権の権利移転手続は、買受人が、買受代金の納付後に、税務署長等から 売却決定通

知書の交付を受けた上で、 税務署長等の指定する 場所において、 次の書類等を持参し て税務署

長等に提示又は提出し 、 公売財産の預託金預り 証書の引渡し を受ける こ と と なり ます。  

( 1)  身分に関する 証明書 

( 2)  公売財産引渡確認書 

( 3)  委任状（ 代理人等が引渡し の手続を行う 場合）  

なお、 事前に税務署長等に連絡の上、 その他必要書類の有無等について確認し てく ださ い。 

ま た、税務署長等は、ゴルフ場経営会社などの公売財産の第三債務者に売却決定通知書を交

付し ますので、 買受人は、 速やかにそのゴルフ場経営会社などに、 公売財産の名義変更などの

請求を行う 必要があり ます。  

こ の場合において、そのゴルフ場経営会社などから 名義変更などの承諾が得ら れなかったと

き は、その売却決定を取り 消し 、買受代金を返還し ま す。ただし 、名義変更などの請求手続を、

正当な理由なく １ 年以上行わなかった場合などにおいては、 こ の限り ではあり ま せん。  

 

 

第５  雑則 

 

１  様式 
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次に掲げる 様式及び記載例については、 国税庁公売情報ホームページに掲載し ていま すの

で、 買受申込者は、 必要に応じ て、 ダウ ンロ ード し て使用し てく ださ い。  

( 1)  委任状 

( 2)  共同買受申込代表者の届出書 

( 3)  共同買受申込代表者の届出書別紙 

( 4)  公売保証金振込通知書兼払渡請求書 

( 5)  公売保証金の充当申出書 

( 6)  公売財産引渡確認書 

( 7)  公売財産送付依頼書 

( 8)  政府保管有価証券払渡請求書 

( 9)  陳述書 

( 10)  登記識別情報の通知に関する 確認書 

 

２  個人情報の取扱い 

税務署長等は、イ ンタ ーネッ ト 公売を実施する ため、買受申込者等から 直接又は紀尾井町戦

略研究所株式会社を通じ て取得する 次に掲げる 買受申込者等の個人情報について、国税庁の定

める 行政文書に関する 定め及び個人情報の適切な管理に関する 定めに従い、適切に保有・ 管理

し ま す。  

ま た、買受申込者等がイ ンタ ーネッ ト 公売に参加する 場合、紀尾井町戦略研究所株式会社が

イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において必要な買受申込者等の個人情報を税務署長等に提供する

こ と に同意し たも のと みなし ま す。  

( 1)  委任状に記載さ れた個人情報など、 イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において税務署長等が買

受申込者等から 直接取得する 個人情報 

( 2)  公売参加申込みの際に官公庁オーク ショ ンサイ ト に入力さ れる 情報など、 イ ンタ ーネッ ト 公

売の手続において紀尾井町戦略研究所株式会社を通じ て買受申込者等から 取得する 個人情報 

( 3)  買受申込者等によ る 公売保証金の提供、 返還その他こ れら に附帯し て取得する 個人情報 

( 4)  買受申込者等が紀尾井町戦略研究所株式会社と の間に締結し た公売保証金の納付保証委

託契約に関する 個人情報 

 

３  シス テム障害時における 公売中止 

税務署長等は、次に掲げる 期間において、官公庁オーク ショ ンサイ ト のシス テムに関する そ

れぞれの事由が生じ た場合は、 公売を中止する こ と があり ま す。  

こ の場合において、必要な情報は、国税庁公売情報ホームページにおいて掲載する などによ

り 、 一般に公開する も のと し ま す。  

( 1)  買受申込期間の開始前  

イ  公売参加申込期間の始期に公売参加申込みの受付を開始する こ と ができ ないと き  

ロ  公売参加申込期間中に公売参加申込みの受付を する こ と ができ ない状態が相当期間継

続し たと き  

ハ 公売参加申込期間の終期以降に公売参加申込みの受付を する こ と ができ る 状態が継続

し 、 その終期以降に受付をし た公売参加申込みを取り 消すこ と ができ ないと き  

( 2)  買受申込期間中  
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イ  買受申込期間の始期に買受申込みの受付を開始する こ と ができ ないと き  

ロ  買受申込期間中に買受申込みの受付をする こ と ができない状態が相当期間継続し たと き 

( 3)  買受申込期間の終了後 

イ  買受申込期間の終期以降に買受申込みの受付をする こ と ができ る 状態が継続し たと き  

ロ  買受申込みの受付を終了し た旨の情報を官公庁オーク ショ ンサイ ト に掲載する こ と が

でき ないと き  

 

４  シス テム利用における 禁止事項 

買受申込者等は、官公庁オーク ショ ンサイ ト の利用に当たり 、次に掲げる 行為を禁止し ま す。 

ま た、 紀尾井町戦略研究所株式会社は、 税務署長等の依頼を受けて、 次に掲げる いずれかの

行為を し た者又はいずれかの行為を する おそれがある と 認める に足り る 相当の理由のある 者

に対し 、 その者の買受申込みの受付をし ないなど、 必要な措置を講ずる こ と があり ます。  

( 1)  官公庁オーク ショ ンサイ ト をイ ンタ ーネッ ト 公売の手続以外の目的で不正に利用するこ と  

( 2)  官公庁オーク ショ ンサイ ト に不正にアク セス をする こ と  

( 3)  官公庁オーク ショ ンサイ ト の管理及び運営を故意に妨害する こ と  

( 4)  官公庁オーク ショ ンサイ ト にウ イ ルスに感染し たファ イ ルを故意に送信する こ と  

( 5)  法令若し く は公序良俗に違反する 行為又はそのおそれのある 行為をする こ と  

( 6)  その他官公庁オーク ショ ンサイ ト の運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある 行為

をする こ と  

 

５  公売実施の適正化のための措置 

国税徴収法第108条第１ 項のいずれかに掲げる 行為及び第５ の４ 「 シス テム利用における 禁

止事項」 のいずれかに掲げる 行為があった場合、 税務署長等は、 同条に基づき 買受申込みを取

り 消すなど必要な措置を講じ ま す。  

なお、 当該規定によ る 処分を受けた方は、 その後２ 年間、 税務署長等が行う 全ての公売（ イ

ンタ ーネッ ト 公売を含みま す。 ） に参加する こ と ができ ま せん。  

 

６  買受人の地位の移転などの禁止 

最高価申込者、 買受人の地位など、 イ ンタ ーネッ ト 公売に参加し たこ と によ り 得た地位、 税

務署長等に対する 権利については、 移転又は譲渡をする こ と はでき ません。 ま た、 担保に供す

る こ と も でき ません。  

 

７  免責事項 

国税庁、 国税局及び税務署は、 次に掲げる 事由などによ り 買受申込者等（ 官公庁オーク ショ

ンサイ ト にアク セス し た者を含みま す。 ） 又は第三者が被った損害について、 一切の責任を負

いま せん。  

( 1)  公売が中止さ れたこ と  

( 2)  買受申込者と 連絡がと れないこ と によ り 、 その者の公売参加申込みがなかったも のと さ

れたためにイ ンタ ーネッ ト 公売に参加する こ と ができ なかったこ と  

( 3)  官公庁オーク ショ ンサイ ト を利用し たこ と （ 官公庁オーク ショ ンサイ ト にアク セス し た

こ と を含みます）  
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( 4)  紀尾井町戦略研究所株式会社によ る 官公庁オーク ショ ンサイ ト シス テムの提供が遅延し

たこ と  

( 5)  官公庁オーク ショ ンサイ ト の運用が停止、 休止、 中断又は制限さ れたこ と  

( 6)  買受申込者が、 イ ンタ ーネッ ト 公売の手続に関する 権限の一部を代理人に委任し た場合

において、 その委任を受けた代理人がし た行為によ り 生じ た損害 

( 7)  買受人が、 公売財産の受領、 梱包、 運送を運送業者に依頼し た場合において、 その依頼を

受けた運送業者がし た行為によ り 生じ た損害 

 

８  読替規定 

官公庁オーク ショ ンサイ ト において使用する 次に掲げる 用語は、本ガイ ド ラ イ ンにおける 次

の用語と 同義である 。  

( 1)  入  札  競り 売り 又は買受申込み 

( 2)  入札価額  買受申込価額 

( 3)  入札期間  買受申込期間 

( 4)  入札単位  最小追加単位 

 

９  準拠法 

こ の規約には、 日本法が適用さ れる も のと し ま す。  

 

10 イ ンタ ーネッ ト 公売において使用する 通貨、 言語、 時刻など 

( 1)  イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 通貨 

イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 通貨は、日本国通貨に限り 、買受申込価額な

どの金額は、 日本国通貨によ り 表記し なければなら ないも のと し ま す。  

( 2)  イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 言語 

イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 言語は、日本語に限り ま す。こ の場合におい

て、 官公庁オーク ショ ンサイ ト において使用する 文字は、 JI S第１ 第２ 水準漢字（ JI S（ 産業

標準化法（ 昭和24年法律第185号） 第 20 条第１ 項の日本産業規格をいいま す。 )  X 0208をい

いま す。 ） を使用する ため、 不動産登記簿上の表示などと 異なる こ と があり ま す。  

( 3)  イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 時刻 

イ ンタ ーネッ ト 公売の手続において使用する 時刻は、 日本国の標準時によ り ま す。  

 

11 国税関係イ ンタ ーネッ ト 公売参加規約の改正 

国税庁は、 必要がある と 認める と き は、 こ の規約を改正する こ と があり ま す。  

なお、 改正を行った場合には、 国税庁は、 遅滞なく 官公庁オーク ショ ンサイ ト に掲載する こ

と によ り 公表する も のと し 、公表し た日以降に公売参加申込みの受付を開始する イ ンタ ーネッ

ト 公売から 適用し ま す。  

 

12 その他 

官公庁オーク ショ ンサイ ト に掲載さ れている 情報で、税務署長等が掲載し ていない情報につ

いては、 国税関係イ ンタ ーネッ ト 公売や国税滞納処分に関係する 情報ではあり ま せん。  


